
興⾏場法施⾏細則

昭和59年９⽉27⽇
規則第42号

改正 昭和61年６⽉23⽇規則第18号 平成13年３⽉29⽇規則第19号
  令和２年12⽉14⽇規則第61号 令和３年３⽉29⽇規則第41号
  令和５年12⽉11⽇規則第51号   

興⾏場法施⾏細則をここに公布する。
興⾏場法施⾏細則

興⾏場法施⾏細則（昭和23年⻑野県規則第54号）の全部を改正する。
（趣旨）
第１条 この規則は、興⾏場法（昭和23年法律第137号。以下「法」という。）及び興⾏場法施⾏条例（昭

和59年⻑野県条例第23号。以下「条例」という。）の規定に基づき、法の施⾏について必要な事項を定め
るものとする。
（許可申請）
第２条 法第２条第１項の規定により許可を受けようとする者は、興⾏場営業許可申請書（様式第１号）を

知事に提出しなければならない。
（承継の届出）
第３条 法第２条の２第１項の規定により営業者の地位を承継した者は、興⾏場営業承継届（様式第２号）

を知事に提出しなければならない。
追加〔昭和61年規則18号〕、⼀部改正〔平成13年規則19号〕

（定員の基準）
第４条 条例第３条第４号の規定による定員は、次の各号に定めるところにより算定した数を合算した数の

⼈員とする。
(１) 固定式のいす席の数（⻑いす式のいす席にあつては、当該いす席の正⾯幅を0.4メートルで除して得

た数）
(２) ⽴⾒席の床⾯積を0.2平⽅メートルで除して得た数
(３) 前２号の客席部以外の客席部の床⾯積を0.5平⽅メートルで除して得た数

⼀部改正〔昭和61年規則18号〕
（衛⽣上必要な備品の設置）
第５条 条例第３条第５号の規定による備品の設置は、次の各号に定めるところによる。

(１) 適当な数の不浸透性材料で作られたごみ⼊れを備え置くこと。
(２) ⼊⼝に靴等に付着した泥⼟を除去するためのマツト等を備え置くこと。
(３) 客席部の⼊場者の⾒やすい場所に温度計及び湿度計を備え置くこと。

⼀部改正〔昭和61年規則18号〕
（許可申請書の記載事項の変更等の届出）
第６条 興⾏場営業を営む者は、興⾏場営業許可申請書⼜は興⾏場営業承継届に記載した事項を変更し、⼜

は営業の全部若しくは⼀部を停⽌し、若しくは廃⽌したときは、10⽇以内に知事にその旨を届け出なけれ
ばならない。

⼀部改正〔昭和61年規則18号・平成13年19号〕
（書類の経由）
第７条 この規則により知事に提出する書類は、所轄保健所の⻑を経由しなければならない。

⼀部改正〔昭和61年規則18号〕
附 則

この規則は、昭和59年10⽉１⽇から施⾏する。
附 則（昭和61年６⽉23⽇規則第18号）
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この規則は、昭和61年６⽉24⽇から施⾏する。
附 則（平成13年３⽉29⽇規則第19号）

この規則は、平成13年４⽉１⽇から施⾏する。
附 則（令和２年12⽉14⽇規則第61号）

この規則は、令和２年12⽉15⽇から施⾏する。
附 則（令和３年３⽉29⽇規則第41号）

この規則は、令和３年４⽉１⽇から施⾏する。
附 則（令和５年12⽉11⽇規則第51号）

この規則は、令和５年12⽉13⽇から施⾏する。
（様式第１号）（第２条関係）
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⼀部改正〔昭和61年規則18号・平成13年19号・令和２年61号・３年41号・５年51号〕
（様式第２号）（第３条関係）
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全部改正〔令和５年規則51号〕


